
令和７年５月国見町教育委員会定例会議事日程 

 

令和７年５月１６日 

午後６時００分開議 

 

 第 １ 会議録署名委員の指名 （２番委員 ３番委員） 

第 ２ 会期の決定 （１日間） 

第 ３ 会議録の承認 

第 ４ 教育長報告 

第 ５ 議案第１号 国見町体育施設管理規則の一部を改正する教育委員会規則につ

いて 

第 ６ 議案第 2 号 国見町いじめ問題専門委員会規則について 

第 ７ 議案第３号 令和７年度国見町一般会計補正予算（第 号）（教育費）に対す 

る意見について 

第 ８ 議案第４号 国見町教育支援委員会委員及び国見町教育支援委員会専門委員 

の任命について 

第 ９ 議案第５号 国見町給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 第 10 協議・報告 

【報告事項】 

 １ 専決処分の報告について（国見町社会教育委員の委嘱） 

 ２ 専決処分の報告について（国見町図書館協議会委員の委嘱） 

 ３ 専決処分の報告について（国見町学校運営協議会委員の委嘱） 

 ４ 専決処分の報告について（国見町地域学校協働本部運営委員会委員の委嘱） 

５ 教育総務課 

６ 生涯学習課 

７ その他 

(1) 教育ビジョン 2021 改訂について 

(2) ６月教育委員会 

日時：６月２０日（金）10:00 

場所：国見小学校 



 

(3)11 月教育委員会の日程変更について 

   変更前 11 月 14 日（金）10：00 くにみ幼稚園 

変更後 11 月 7 日（金）  〃     〃 

   (4) 当面の予定 

・令和７年度市町村教育委員会連絡協議会伊達支会研修会・総会・懇親会 

日時：５月２７日（火）14:４0   

場所：桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ「イコーゼ」ほか 

 

     ・令和 7 年度東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教育長研修会   

【視察研修】日時：７月１０日（木）１４：００～16：00 

      場所：東日本大震災・原子力災害伝承館他 

       【研 修 会】日時：7 月１１日（金）9：30～12：30 

場所：いわき芸術文化交流館（いわきアリオス）  

※申し込み期限 ５月３０日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 五番 石幡良子 教育長 

 

一番 高橋幸子 委員    三番 中村裕美 委員 

 

二番 志村裕美 委員    四番 菊地貴雄 委員 
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令和 7年４月国見町教育委員会定例会 会議録 

 

 １．招集日時   令和 7年４月１1日（金） 午後 6時  

 ２．招集場所   観月台文化センター 

 ３．出席委員   １番委員  高橋 幸子（教育長職務代理者） 

          ２番委員  志村 裕美 

          ３番委員  中村 裕美 

          ４番委員  菊地 貴雄 

          ５番委員  石幡 良子（教育長） 

 ４．説明のため出席 

          次長兼教育総務課長    宍戸 浩寿 

          教育施設課長       佐藤 智宏 

          生涯学習課長       小野 笑子 

          企画調整課主査      大栗 行貴 

 ５．書  記   主幹兼総務係長      八島 章 

こども教育係長      蓬田 裕子 

指導主事         丹治 光夫 

 ６．傍 聴 者   なし 

 ７．開  会   午後６時００分 

 ８．教育長あいさつ 

９．会議の成立  教育長が、教育委員全員の出席であり、会議が成立していることを宣言した。 

10．会議録署名委員 会議録の署名委員について、1番高橋幸子委員、４番菊地貴雄委員を教育長が

指名した。 

11．会期の決定  教育長が会期を諮り、本日１日とすることを決定した。 

12．会議録の承認 事務局より３月定例会会議録の概要について説明し、異議なく承認された。 

13．教育長職務代理者及び教育長報告 

（１）教育長職務代理者出席会議等について 

   教育長職務代理者出席会議等について、別紙のとおり報告した。 

（２）教育長出席会議等について 

教育長の出席会議等について、別紙のとおり報告した。 

  （３）３月議会定例会について 

    次長兼教育総務課長より、３月議会定例会及び令和 7 年度予算のポイントについて報告した。 

各課長より、令和 7年度国見町当初予算重点事業について、別紙のとおり報告した。 

（４）その他 

    特になし 

14．協議・報告 

  【報告事項】 



（１）事務分掌・事務執行計画について 

教育総務課長より、別紙資料に基づき報告した。 

（２）令和７年度国見町教育委員会重点取組事項について 

指導主事より、別紙資料に基づき報告した。 

なお、各委員からの主な意見は次のとおり。 

高橋委員 読書活動の充実について、小学校では 4から 6の付く日を「家読の日」として、そ

れを今年は中学校でもということだが、以前から言われているが、なかなか家読が徹底し

ていかないように見える。中学校で「家読の日」を設定するうえで、もっと具体的に家読

を進めていきますというようななにかがあればいいと思った。 

指導主事 小学校で４から６の付く日は家読の日とされていたので、中学校の方でも同じよう

に進めていく。図書室に行き、まずは好きな本からというように取り組めるよう、お話を

させていただいているところだ。前日の 3日の給食時間あたりに、家読の日ということを

生徒会や図書委員等が周知させるような取り組みを行うようにしていた。 

（３）第 2期国見町歴史的風致維持向上計画策定について 

    企画調整課地域振興係大栗主査より、別紙資料に基づき報告した。 

  （４）第 3期国見町子ども・子育て支援事業計画策定について 

    教育総務課長より、別紙資料に基づき報告した。 

（５）教育総務課報告 

 ①令和 7年度保育所・幼稚園・小中学校等子ども数について 

令和 7年４月１日現在の保・幼・小・中の子どもの数について、別紙のとおり報告した。 

 ②幼稚園・小中学校の入学式等について 

幼稚園の入園式、小中学校の入学式について、別紙のとおり報告した。 

（６）教育施設課報告 

①子どもクラブ児童数について 

令和 7年度の子どもクラブ児童数について、別紙のとおり報告した。 

（７）生涯学習課報告 

①青少年育成町民会議について 

3月 24日に行われた「奨励金交付」について、別紙のとおり報告した。 

②図書館事業について 

「図書館利用状況」「図書管理システム導入」について、別紙のとおり報告した。 

③施設管理について 

施設利用状況について、別紙のとおり報告した。 

④今後の予定について 

今後開催予定の事業日程について、別紙のとおり報告した。 

なお、各委員からの主な意見は次のとおり。 

志村委員 地域学校協働本部事業の高校入試対策講座は、3年生対象で通年を通して対策 

講座を行うということか。 

生涯学習課長 そのとおりです。 

志村委員 放課後塾ハルの中学部の振り分けは。 



生涯学習課長 放課後塾ハルの中学部については、1年生 2年生のみとなる。 

おととしまでは 3年生までだったが、昨年から 1年生 2年生対象となっている。 

中村委員 ももたんスポーツクラブについて。以前は人の集まりがよくなかったということ

だったが、教室の内容は変わっていなくても人は集まったのか。 

生涯学習課長 令和 6年度については、最終的に 3月末には 60名程度の会員が集まった。

目標は 100名だが、1年目にしてはまずまずだったと思っている。また、後期の 9月以

降の講座で、設立前に実施したアンケート調査 1 位だったバトミントン教室については、

講師が見つかったため実施することができた。その結果小学生や保護者の方に会員となっ

ていただくことができ、結果後半伸びたという形にはなっている。 

（８）その他 

①令和 7年５月教育委員会は、５月 16日（金）午後 6時より観月台文化センターで 

開催予定 

②当面の予定 

・令和 7年度市町村教育委員会連絡協議会伊達支会 役員会・監査 

      ４月２３日（火）午前９時４５分より伊達市役所で開催予定 

     ・令和 7年度市町村教育委員会連絡協議会 定期総会 

      ５月 8日（木）午前１０時３０分より福島テルサで開催予定 

15．閉  会  午後７時 7分 

 

上記記録の正確なることを認めここに署名する。 

 
令和 7年４月１1日 
 

             議事録署名人 
 
               1番委員 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
               ４番委員 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 

会議書記     主幹兼総務係長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



令和７年５月定例会教育長事務報告 

 

教育長報告事項等 

 

（1）教育長出席会議等について 

 

① 教育委員会定例会                    ４月１１日（金） 

② 国見町体育協会総会                   ４月１２日（土） 

③ 福梁製作所訪問                     ４月１５日（火） 

④ 県教育長等挨拶                     ４月１７日（木） 

⑤ 国見町コミ二ティクラブ運営委員会            ４月１７日（火） 

⑥ くにみ観月台カレッジ開講式               ４月１８日（金） 

⑦ 内谷春日神社例大祭・太々神楽奉納            ４月２０日（日） 

⑧ 議員懇談会                       ４月２１日（月） 

⑨ 国見町スポーツ少年団総会                ４月２１日（月） 

⑩ 県市町村教育委員会連絡協議会伊達支会役員会       ４月２２日（火） 

⑪ 第１回域内教育長会議                  ４月２３日（水） 

⑫ 伊達地区小中学校長会長来訪               ４月２４日（木） 

⑬ JA ふくしま未来いちご贈呈（くにみ幼稚園）       ４月２４日（木） 

⑭ 福梁製作所図書券贈呈（国見小）             ４月２４日（木） 

⑮ 町郷土史研究会総会                   ４月２６日（土） 

⑯ 国見町緑化推進委員会                  ４月２８日（月） 

⑰ 伊達地方消防組合来訪                  ４月２８日（月） 

⑱ 移動図書館運営委員会                  ４月３０日（水） 

⑲ 国見町駅伝競走部総会                  ５月１０日（土） 

⑳ 少年仲間づくり教室開講式                ５月１０日（土） 

21 福島県退職公務員連盟伊達支会定期総会・研究大会     ５月１１日（日） 

22 ももの里コンサート                   ５月１１日（日） 

23 全国町村教育長会第６７回定期総会（東京）        ５月１３日（火） 

～１４日（水） 

24 学校警察連絡協議会                   ５月１５日（木） 

25 CＳ委員会・地域学校協働本部運営委員会         ５月１５日（木） 

26 図書館協議会                      ５月１５日（木） 

27 歴まちＰＴ                       ５月１６日（金） 

 

（2）その他 



議案第１号 

 

国見町体育施設管理規則の一部を改正する教育委員会規則 

国見町体育施設管理規則(昭和 60年国見町教育委員会規則第 1号)の一部を次のように

改正する。 

別表中 

「   

 
月曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第

178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、

その翌日。）、12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時か

ら午後 9時

30分まで 
 

 

  」 

を 

「   

 

月曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第

178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、

その翌日。）、12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時か

ら午後 9時

30分まで 

備考 この規定は中学校で使用する場合を除く。 
 

 

  」 

に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年５月１６日から施行する。 

 

令和７年５月１６日提出 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

国見町体育施設管理規則新旧対照表 

改正前 改正後 

 

別表(第 7条関係) 

 

別表(第 7条関係) 

1 総合運動場 1 総合運動場 

(表は省略) (表は省略) 

2 テニスコート 2 テニスコート 

使用できない日 使用時間 

月曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律

（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下

「休日」という。）に当たるときは、その翌日。）、

12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時

から午後

9時 30分

まで 
 

使用できない日 使用時間 

月曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律

（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下

「休日」という。）に当たるときは、その翌日。）、

12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時

から午後

9時 30分

まで 

備考 この規定は、中学校で使用する場合を除く。 
 

3 プール 3 プール 

(表は省略) (表は省略) 

4 上野台体育館 4 上野台体育館 

(表は省略) (表は省略) 

5 グリーンアリーナ 923 5 グリーンアリーナ 923 

(表は省略) (表は省略) 

6 柏葉体育館 6 柏葉体育館 

(表は省略) (表は省略) 

7 森江野第 2体育館 7 森江野第 2体育館 

(表は省略) (表は省略) 

 



○国見町体育施設管理規則 

(昭和 60年 3月 15日教育委員会規則第 1号) 

改正 昭和 60年 7月 12 日教育委員会規則第 5 号 平成 8 年 3 月 14 日規則第 2 号 

平成 14年 3月 26 日規則第 5号 平成 15年 3月 20 日規則第 3号 

平成 15年 12 月 16 日規則第 15 号 平成 21年 9月 25 日規則第 12号 

令和 2 年 4 月 1 日教育委員会規則第 5 号 令和 4 年 1 月 1 日規則第 22 号 

令和 4 年 4 月 1 日規則第 45 号 令和 6 年 6 月 17 日規則第 25号 

--年--月--日教育委員会規則第--号 
 

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、国見町体育施設条例（昭和 60年国見町条例第 2号。以下「条

例」という。）第 14条の規定に基づき、国見町体育施設（以下「体育施設」とい

う。）の管理に必要な事項を定めるものとする。 

(使用手続) 

第 2条 条例第 3条第 1項の許可を受けようとする者は、体育施設を使用しようと

する日の 5日前までに使用許可申請書（第 1号様式）を町長に提出し、許可を受

けなければならない。ただし、条例第 3条第 1項の許可を受けた者が、体育施設

を使用しようとする日が荒天等により使用できない場合の体育施設の変更につい

ては、この限りではない。 

2 前項の場合において、許可を受けようとする者が個人使用に係る許可を受けよう

とする者であるときは、前項の規定にかかわらず、使用しようとする日までに口

頭により申請して許可を受けることができる。 

(使用許可書の交付) 

第 3条 町長は、使用許可したときは、使用許可書（第 2号様式）を交付するもの

とする。ただし、第 2条第 2項については、この限りでない。 

(使用料の納入) 

第 4条 条例第 5条に規定する使用料は、使用券（第 3号様式）により納入するこ

とができる。 

(使用料の減免) 

第 5条 条例第 6条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。 

(1) 町が主催又は共催する場合 全額 

(2) 町が後援する場合 100分の 50に相当する額 

(3) その他必要と認められる場合 別に定める基準により 100分の 50に相当す

る額又は全額 

2 前項各号に係る減免の取扱いについては、別に定める。 

(使用許可の取消し等) 

第 6条 町長は、条例第 8条の規定により使用の取消し等をするときは、使用許可

取消（停止・条件変更）通知書（第 4号様式）により、使用者に通知する。ただ

し、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。 

(使用期間及び使用時間) 



第 7条 体育施設の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長

が認めるときは臨時に変更することができる。 

(委任) 

第 8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和 60年 4月 1日から施行する。ただし、別表中、「2 テニスコ

ート」の使用時間のうち、夜間の使用は、照明施設の供用開始の日から施行する。 

附 則(昭和 60年 7月 12日教育委員会規則第 5号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 8年 3月 14日規則第 2号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中、「1 総合運動場」の規定

は、平成 8年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 14年 3月 26日規則第 5号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中、「4 多目的体育施設」の

規定は、平成 14年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 15年 3月 20日規則第 3号) 
 

1 この規則は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

2 国見勤労者体育センター管理規則（昭和 59年国見町教育委員会規則第 2号）

は、廃止する。 

附 則(平成 15年 12月 16日規則第 15号) 
 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 国見勤労者総合スポーツ施設管理運営規則（平成 8年国見町教育委員会規則第 1

号）は、廃止する。 

附 則(平成 21年 9月 25日規則第 12号) 
 

この規則は、平成 21年 10月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 4月 1日教育委員会規則第 5号) 
 

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 1月 1日規則第 22号) 
 

この規則は、令和 4年 1月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 4月 1日規則第 45号) 
 

この規則は、令和 4年 4月 1日から施行する。 



附 則(令和 6年 6月 17日規則第 25号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 7年 5月 16日教育委員会規則第 7号) 
 

この規則は、令和７年５月１６日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

別表(第 7条関係) 

1 総合運動場 

使用できない日 使用時間 

12月 29日から翌年 1月 3日まで 午前 5時から午後 9時まで 

2 テニスコート 

使用できない日 使用時間 

月曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律

第 178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるとき

は、その翌日。）、12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時か

ら午後 9時

30分まで 

備考 この規定は、中学校で使用する場合を除く。 

3 プール 

使用期間 使用時間 

6月から 9月までの間におい

て、教育委員会が定める期

間 

午前 9時 30分から午後 5時 30分まで。ただし、教

育委員会が定める期間は、午前 9時 30分から午後 8

時まで 

備考  

1 小学生以下は、保護者同伴とする。 

2 中学生以下の夜間使用は、保護者同伴とする。 

3 夜間の使用とは、午後 6時から午後 8時までとする。 

4 上野台体育館 

使用できない日 使用時間 

月曜日（ただし、その日が休日に当たるときは、その翌

日）、12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時から午後 9

時 30分まで 

5 グリーンアリーナ 923 

使用できない日 使用時間 

月曜日（ただし、その日が休日に当たるときは、その翌

日。）、12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時から午後 9

時 30分まで 

6 柏葉体育館 

使用できない日 使用時間 

月曜日（ただし、その日が休日に当たるときは、その翌

日。）、12月 29日から翌年 1月 3日まで 

午前 9時から午後 9

時 30分まで 

備考  



1 この規定は、小中学校で使用する場合を除く。 

2 特別な事由がない限り、小中学校での使用を優先する。 

7 森江野第 2体育館 

使用できない日 使用時間 

水曜日（ただし、その日が休日に当たるときは、その翌

日）、12月 28日から翌年 1月 4日まで 

午前 9時から午後 9

時 30分まで 

第 1号様式(第 2条関係) 

使用許可申請書 

[別紙参照] 

第 2号様式(第 3条関係) 

使用許可書 

[別紙参照] 

第 3号様式(第 4条関係) 

使用券 

[別紙参照] 

第 4号様式(第 6条関係) 

使用許可取消（停止・条件変更）通知書 

[別紙参照] 

 

議案第 2号 

 

○国見町いじめ問題専門委員会規則 

(令和 7年 5月 16日教育委員会規則第 8号) 
 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、国見町子どものいじめ防止条例（平成 27年国見町条例第 35

号）第 12条の規定に基づき、国見町いじめ問題対策専門委員会（以下「専門委員

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2条 専門委員会は、委員 7人以内で組織する。 

(委員) 

第 3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 子どもの発達、心理等について知識経験を有する者 

(2) いじめの防止等の取組に関し知識経験を有する者 



(3) 学識経験を有する者 

(4) その他教育委員会が必要と認める者 

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

(臨時委員) 

第 4条 いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）第 28条第１項に規定する

重大事態（以下「重大事態」という。）が発生した場合における調査に際し特に

必要と認めるときは、専門委員会に、若干人の臨時委員を置くことができる。 

2 臨時委員は、当該重大事態に係る調査に必要な専門的知識を有すると認められる

者のうちから教育委員会が委嘱する。 

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該重大事態に係る調査が終了した日までとす

る。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 専門委員会に委員長及び副委員長を各１人置き、委員の互選によりこれを

定める。 

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6条 専門委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、議長と

なる。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は、教育委員会が

行う。 

2 会議は、委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の半数以上が出席しなけ

れば、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

4 委員等は、自己又は親族と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する事件につ

いては、その議事に参与することができない。 

(会議の公開) 

第 7条 会議は、原則非公開とする。ただし、委員等の発議により、出席者の３分

の２以上の多数で議決したときは、公開することができる。 

(関係者の出席) 

第 8条 専門委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

(守秘義務) 

第 9条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしては

ならない。 



(委任) 

第 10条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が専門委員会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、令和 7年 5月 16日から施行する。 

 

令和７年５月１６日 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子 

  



参考資料１ 

○国見町いじめ問題対策連絡協議会規則 

(令和 7年 5月 16日規則第--号) 
 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、国見町子どもの防止条例（平成 27年国見町条例第 35号）第 1

1条の規定に基づき、国見町いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」とい

う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2条 協議会は、委員 15人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他国見町教育委員会（以下「教育委

員会」という。）が、必要と認める者のうちから町が委嘱する。 

(1) 学校（国見町立学校の教職員） 

(2) 教育委員会（国見町教育委員会事務局員） 

(3) 警察（福島北警察署の警察官等） 

(4) 児童相談所（福島県中央児童相談所職員） 

(5) 法務局（福島法務局職員又は人権擁護委員） 

(6) 保護者（ＰＴＡ代表者） 

(7) 青少年育成団体（青少年育成団体代表者） 

(8) 行政機関（国見町関係課員） 

(9) その他関係機関 

(委員の任期) 

第 3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会長等) 

第 4条 協議会に会長を置く。 

2 会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。 

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

(会議) 

第 5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないとき

は、教育委員会が行う。 

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

(会議の非公開) 

第 6条 会議は、原則非公開とする。ただし、委員の発議により、出席者の 3分の 2

以上の多数で議決したときは、公開することができる。 



(関係者の出席等) 

第 7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若し

くは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

(守秘義務) 

第 8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

(委任) 

第 9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、令和 7年 5月１6日から施行する。 

  



参考資料２ 

 

○国見町いじめ問題調査委員会規則 

(令和 7年 5月 16日規則第--号) 
 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、国見町子どものいじめ防止条例（平成 27年国見町条例第 35

号）第 13条の規定に基づき、国見町いじめ問題調査委員会（以下「調査委員会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2条 調査委員会は、委員 5人以内で組織する。 

(委員) 

第 3条 委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから必要の都

度、町長が委嘱する。 

2 委員は、当該調査事案に係る調査が終了した場合又は当該調査事案につき自己若

しくは親族と直接の人的関係若しくは特別の利害関係を有する場合は、解嘱され

るものとする。 

(委員長及び副委員長) 

第 4条 調査委員会に委員長及び副委員長を各 1人置き、委員の互選によりこれを

定める。 

2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 5条 調査委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、議長と

なる。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は、町長が行う。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

(会議の非公開) 

第 6条 会議は、原則非公開とする。ただし、委員の発議により、出席者の 3分の 2

以上の多数で議決したときは、公開することができる。 

(関係者の出席) 

第 7条 調査委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

(守秘義務) 

第 8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしては

ならない。 



(委任) 

第 9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が調査委員会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、令和 7年 5月 16日から施行する。 

  



参考資料３ 

 

○国見町子どものいじめ防止条例 

(平成 27年 12月 14日条例第 35号) 
 

 子どもは、町の未来の希望であり、子どもが健やかに成長することは町民全て

の願いである。いじめは、子どもの心身の健やかな成長を妨げるばかりか、今後の

生き方にも深刻な影響を与えるおそれがある。 

 いじめのない町をつくるためには、幼児期から安心できる温かな環境の中で心豊

かに育つよう家庭や学校等及び町や関係機関が力を合わせなければならない。ま

た、いじめが発生しやすい成長期にあっては、多感な子どもたちの人間関係の中

で、いじめは、いつでも、どこでも、誰にでも、起こりうるという共通認識にた

ち、社会全体で取り組む必要がある。 

 こうした認識の下、全ての町民がいじめを許さない心を持ち、将来にわたって本

町の子どもが安心して学び、健やかに成長することができる国見町を実現するた

め、この条例を制定する。 

(目的) 

第 1条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号。以下「法」

という。）の趣旨を踏まえ、子どもに対するいじめの防止に係る基本理念を定

め、町、学校等、保護者、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、い

じめの未然防止及び解決を図るための基本的な事項を定めることにより、子ども

が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。 

(用語の定義) 

第 2条 この条例における用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。 

(1) いじめ 子どもと一定の人間関係のある他の子どもが行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、当該行為の対象となった子どもが精神的又は肉体的な苦痛を感じるものを

いう。 

(2) 子ども 小学生、中学生及び乳幼児を含めいじめ防止の対象と認めることが

適当である者をいう。 

(3) 学校等 町立の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び放課後児童クラブ等集

団生活を行う組織等をいう。 

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をい

う。 

(5) 町民 町内に居住する者又は町内に通勤し、又は通学する者をいう。 

(6) 事業者等 町内で事業活動又は公益的な活動を行う個人及び団体をいう。 

(7) 関係機関等 警察署、児童相談所など子どものいじめの問題の対応に関わる

機関及び団体をいう。 

(基本理念) 

第 3条 子どもはいじめを行うことなく、互に相手を尊重しなければならない。 



2 子どもはいじめのない社会で育つべきであり、いじめのない温かい環境の中で安

心して生活ができるように支援されるべきである。町、学校等、保護者、町民及

び事業者等はいじめが全ての子どもに関わる問題であるとの認識に立ち、子ども

が安心して生活し学ぶことができる環境を整え、一人ひとりの尊厳を大切にし、

互いに尊重し合う社会を実現するため、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ相

互に連携していじめの未然防止及び解決に取り組まなければならない。 

(町の責務) 

第 4条 町は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、

学校等、保護者、町民、事業者等及び関係機関等と協力し、子どもをいじめから

守るために必要な施策を講じなければならない。 

(学校の責務) 

第 5条 学校等は、基本理念に基づき、町、保護者、町民、事業者等及び関係機関

等と連携していじめの防止等（いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめ

への対処をいう。以下同じ。）に関する取り組みを推進しなければならない。 

2 学校等は、いじめの防止等に組織的に取り組むため、校内における体制を整える

とともに、子どもが安心して相談できる環境を整えなければならない。 

3 学校等は、いじめを認知した場合は、速やかに事態を把握し対応に当たるととも

に、事実関係を町教育委員会に報告し、町及び保護者、必要に応じて事業者等及

び関係機関等と連携して解決に当たらなければならない。 

4 学校等は、保護者及び地域社会に対して、個人情報の取り扱い等に十分に配慮

し、必要に応じていじめの現状及び対策に関する情報を提供するものとする。 

(保護者の責務) 

第 6条 保護者は、子どもと向き合う時間を作り、子どもの主体性を大切にすると

ともに、子どもの成長や発達に応じて適切に支援し、子どもが心身ともに安心し

て過ごすことができるよう温かい家庭を築くよう努めなければならない。 

2 保護者は、いじめを正しく認識し、子どもに対していじめは許されない行為であ

ることを十分に理解させなければならない。 

3 保護者は、町及び学校等が行ういじめの防止等に関する取組に協力するように努

めなければならない。 

(町民及び事業者等の責務) 

第 7条 町民及び事業者等は、基本理念に基づき、地域において子どもの見守り等

を行うことにより、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努めるも

のとする。 

2 町民及び事業者等は、いじめを発見した場合は、速やかに町、学校等又は関係機

関等に情報を提供するように努めるものとする。 

(地域社会の協力) 

第 8条 地域社会は、子どもに対する見守りや声かけを行うほか、それぞれの活動

や行事を通じて、子どもの健全育成に協力するものとする。 

(いじめ防止基本方針の策定) 



第 9条 町は、法第 12条の規定により国見町いじめ防止基本方針を策定するととも

に、必要に応じて見直しを図るものとする。 

2 小学校、中学校は、法第 13条の規定により学校いじめ防止基本方針を策定する

とともに、必要に応じて見直しを図らなければならない。 

(学校いじめ防止対策委員会) 

第 10条 小学校及び中学校は、法第 22条の規定によりいじめの防止等に関する措

置を実効的に行うため学校いじめ防止対策委員会を置かなければならない。 

2 町は、小学校及び中学校に学校いじめ防止対策委員会の設置を促進し、実効的な

支援を行うものとする。 

(いじめ問題対策連絡協議会) 

第 11条 町は、法第 14条の規定により、いじめ防止等に関係する機関及び関係団

体の連携を図るため、学校等、町教育委員会、青少年育成団体、福島県警察その

他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置く。 

(国見町いじめ問題専門委員会) 

第 12条 町教育委員会は、いじめの防止等に関する施策、取組等について検証を行

うとともに、法第 28条第 1項に規定する重大事態の調査、審査、調整及び助言を

行うため、法第 14条第 3項に規定する附属機関として国見町いじめ問題専門委員

会を置く。 

(国見町いじめ問題調査委員会) 

第 13条 町長は、法第 30条第 2項に規定する調査を行うため、附属機関として国

見町いじめ問題調査委員会を置く。 

2 町は、いじめ問題調査委員会において調査を行ったときは、その結果を議会に報

告しなければならない。 

(是正及び支援措置) 

第 14条 町は、いじめ問題調査委員会等の結果及び助言を受け、関係者に対して是

正の要請又は必要な支援を行うことができる。 

(個人情報の取り扱い) 

第 15条 町は、この条例の施行にあたって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万

全を期すものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。 

2 いじめに関する通報、相談等に関係した者及び委員等関係者は、正当な理由なく

職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。 

(委任) 

第 16条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める 

附 則 

この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。  



参考資料４ 

 

○国見町いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱 

(平成 27年 4月 1日教育委員会告示第 5号) 

改正 平成 28年 5月 16 日教育委員会告示第 2 号 
 

目次 

第 1章 総則(第 1条) 

第 2章 国見町いじめ問題対策連絡協議会(第 2条－第 9条) 

第 3章 国見町いじめ問題専門委員会(第 10条－第 16条) 

第 4章 国見町いじめ問題調査委員会(第 17条－第 19条) 

第 5章 雑則(第 20条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、国見町子どものいじめ防止条例（平成 27年国見町条例第 35

号。以下「条例」という。）の規定に基づき国見町が設置する国見町いじめ問題

対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。 

第 2章 国見町いじめ問題対策連絡協議会 

(設置) 

第 2条 条例第 11条の規定に基づき、国見町いじめ問題対策連絡協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

(所掌事務) 

第 3条 協議会は、条例第 11条に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体

の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連

絡調整を図るものとする。 

(組織) 

第 4条 協議会は、委員 15名以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他国見町教育委員会（以下「教育委

員会」という。）が、必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校（国見町立学校の教職員） 

(2) 教育委員会（国見町教育委員会事務局員） 

(3) 警察（福島北警察署の警察官等） 

(4) 児童相談所（福島県中央児童相談所職員） 

(5) 法務局（福島法務局職員又は人権擁護委員） 

(6) 保護者（ＰＴＡ代表者） 

(7) 青少年育成団体（青少年育成団体代表者） 

(8) 行政機関（国見町関係課員） 

(9) その他関係機関 



(委員の任期) 

第 5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会長等) 

第 6条 協議会に会長を置く。 

2 会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。 

4 会長は、協議会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。 

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

(会議) 

第 7条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないとき

は、教育委員会が行う。 

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

(関係者の出席等) 

第 8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若し

くは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第 9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

第 3章 国見町いじめ問題専門委員会 

(設置) 

第 10条 条例第 12条の規定に基づき、国見町いじめ問題専門委員会（以下「専門

委員会」という。）を置く。 

(所掌事務) 

第 11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第 1条に規定するいじめの

防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査研究し、

答申し、又は意見を具申する。 

2 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第 28条第 1項に規定する重大事

態に係る事実関係の調査等を行う。 

(組織) 

第 12条 専門委員会は、委員 7名以内をもって組織する。 

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委

員会が任命する。 

(臨時委員) 

第 13条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるために必要があ

ると認めるときは、臨時委員を置くことができる。 

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。 



3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとす

る。 

(委員長等) 

第 14条 専門委員会に委員長を置く。 

2 委員長は、会員の互選によって定める。 

3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。 

4 委員長はあらかじめ副委員長を指名する。 

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

(会議) 

第 15条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されてい

ないときは、教育委員会が行う。 

2 専門委員会は、委員（特別の事項を調査、審議する場合にあっては、そのために

置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。）の半数以上の出席がなければ会

議を開くことができない。 

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

(準用) 

第 16条 第 5条、第 8条及び第 9条の規定は、専門委員会について準用する。この

場合において、第 8条中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとす

る。 

第 4章 国見町いじめ問題調査委員会 

(設置) 

第 17条 条例第 13条の規定に基づき、国見町いじめ問題調査委員会（以下「調査

委員会」という。）を置く。 

(所掌事務) 

第 18条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、条例第 12条の規定による調査の結

果について調査・審議し、答申し、又は意見を具申する。 

(準用) 

第 19条 第 5条、第 8条、第 9条及び第 12条から第 15条までの規定は、調査委員

会について準用する。この場合において、第 8条中「会長」とあるのは「委員

長」と、第 9条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務課」と、第 12条第 2

項、第 13条第 1項及び 2項並びに第 15条第 1項ただし書中「教育委員会」とあ

るのは「町長」と読み替えるものとする。 

第 5章 雑則 

(雑則) 

第 20条 この要綱に定めるもののほか、協議会又は専門委員会若しくは調査委員会

の運営に関して必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ協議会又は専門委員会

若しくは調査委員会に諮って定める。 



附 則 

この要綱は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 5月 16日教育委員会告示第 2号) 
 

この教育委員会告示は、公布の日から施行し、改正後の国見町いじめ問題対策連

絡協議会等設置要綱の規定は、平成 28年 4月 1日から適用する。 

  



議案第３号 

 

   令和７年度国見町一般会計補正予算（第 号）（教育費）に対する意見につい

て 

 

教育長に対する事務委任規則（平成 20 年教育委員会規則第 2 号）第 1 条第 11

号の規定により、令和７年度国見町一般会計補正予算（第 号）（教育費）について意

見を求める。 

 

 

  令和７年５月 16日提出 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

  



議案第４号 

 

国見町教育支援委員会委員及び国見町教育支援委員会専門委員の任命について 

 

国見町教育支援委員会条例（令和 5年国見町条例第 3号）第 3条第 1項及び第 6

条第 2 項の規定により、国見町教育支援委員会委員及び国見町教育支援委員会専門

委員を下記のとおり任命する。 

 

  令和７年 5月１６日提出 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

 

記 

 

【国見町教育支援委員会委員】 

任期：令和７年５月 2０日～令和９年 3月 31日 

氏名 職名 住所 

平野 真実子 県立だて支援学校教諭 
 

伊藤 美佳子 県中央児童相談所児童福祉司  

宍戸 美穂 国見町福祉課主任保健師  

一條 侑加 国見町福祉課子ども家庭支援員  

五十嵐 隆之 国見小学校長  

小笠原 洋美 国見小学校教諭  

金子 雄樹 県北中学校長  

大和田 和子 県北中学校教諭  

阿部 雅好 くにみ幼稚園長  

中田 千尋 くにみ幼稚園専門教諭  

 

 

 

 

 

 

 



【国見町教育支援委員会専門委員】 

任期：令和７年５月２０日～令和９年 3月 31日 

氏名 職名 住所 

星野 仁彦 福島学院大学名誉教授 
 

大西 周子 公立藤田総合病院小児科長  

宍戸 美穂 国見町福祉課主任保健師  

一條 侑加 国見町福祉課子ども家庭支援員  

五十嵐 隆之 国見小学校長  

金子 雄樹 県北中学校長  

阿部 雅好 くにみ幼稚園長  

 

  



議案第５号 

 

国見町給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

 国見町給食センター設置条例（平成 12 年国見町条例第 15 号）第 4 条第 1 項及

び第 2 項の規定により、国見町給食センター運営委員会委員を下記のとおり委嘱す

る。 

 

  令和７年 5月 1６日提出 

 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

 

 

記 

 

任期：令和７年 5月２３日～令和９年 3月 31日 

氏名 職名 住所 

五十嵐 隆之 国見小学校校長 
 

金子 雄樹 県北中学校校長  

半澤 めぐみ 国見小学校ＰＴＡ副会長  

佐藤 聖子 県北中学校ＰＴＡ庶務  

金澤 幸恵 くにみ幼稚園ＰＴＡ副会長  

土屋 久美 福島県立医科大学栄養技師  

石井 咲絵 ほけん課副主任栄養士  

 



【報告事項】 

１ 専決処分の報告ついて（国見町社会教育委員の委嘱） 【資料編 P１】 

  

2 専決処分の報告ついて（国見町図書館協議会委員の委嘱） 【資料編 P２】 

 

３ 専決処分の報告について（国見町学校運営協議会委員の委嘱） 【資料編 P３～４】 

 

４ 専決処分の報告について（国見町地域学校協働本部運営委員会委員の委嘱）  

                               【資料編 P５】 

５ 教育総務課  

 

 (1) 国見小学校へ図書券贈呈 

① 日 時 4 月２４日(木) 

② 内 容 (株)福梁製作所から国見小学校へ 

図書券(１０万円)を贈呈 

 

 

 

 

 

 (２) くにみ幼稚園へいちご贈呈 

① 日 時 4 月 2４日(木) 

② 内 容 ふくしま未来農業協同組合から 

園児にいちごを贈呈 

 

 

 

 

 

(３) くにみ幼稚園自然保育 

① 日 時 ５月１日(木) 

② 場 所 半田山自然公園 

 ③ 内 容 郡山女子短大柴田卓准教授の指 

導による植物や生き物に関わる 

自然体験 

 ④ 参加者 くにみ幼稚園 年長児 

  

 

 



６ 生涯学習課  

 

(1) 地域学校協働本部事業 

 ① 公営塾「高校入試対策講座」 

ア）日 時 4 月 30日(水)～2 月 20日(金) 

  イ）場 所 県北中、柏葉体育館ほか 

  ウ）内 容 高校入試受験に向けた 5教科 

 週 1 回の講座、集中学習講座 

新教研テストと振り返り学習 

 エ）参加者 27人 

 

 

 

 

 ② 少年仲間づくり教室開講式 

ア）日 時 5 月 10日(土) 

  イ）場 所 文化センター大研修室・ホール 

  ウ）内 容 年間学習計画、自己紹介、 

        レクリエーション活動 

        (ヒューマンサッカーなど) 

  エ）講 師 国見町レクリエーション協会 

  オ）参加者 教室生 59 人中 49 人 

 

 

 

 

 ③ 国見小学校農業体験「田植え」 

ア）日 時 5 月 14日(水) 

  イ）場 所 山崎字小林地内の学校田 

  ウ）内 容 小坂アグリ(株)、伊達普及所、 

        国見営農センターの協力により 

        田植え(天のつぶ)を体験 

  エ）参加者 国見小学校 5 年生 40 人 

 

 

 

 

④ 英検対策講座 

ア）日 時 5 月 10日(土)、17 日(土) 

  イ）場 所 観月台文化センター 

  ウ）内 容 中学生対象英検対策講座 

 講師 元教員、大学生 

 エ）参加者 8人(3級・5 級) 

 

 

 

 

 



(2) ベーゼンドルファー春の特別試弾会 

 ① 日 時 4月 30日(水)、5月 1 日(木) 

 ② 場 所 文化センターホール 

 ③ 内 容 ベーゼンドルファーの試弾 

 ④ 参加者 16組 

        

 

 

 

(3) くにみ観月台カレッジ開講式 

 ① 日 時 4月 18日(金) 

 ② 場 所 文化センターホール 

 ③ 内 容 年間学習計画説明 

       記念講演 

       「健康寿命を延ばすための 

日常生活の運動習慣について」 

       講師 福島県立医科大学 

          特任教授 髙橋仁美さん 

 ④ 参加者 受講生 206 人中 139 人 

 

(4) 町長杯スポーツ大会開催 

 ① 日 時 4月 27日(日) ～5月 25 日(日) 

 ② 場 所 上野台運動公園総合運動場ほか 

 ③ 内 容 軟式野球など 12 競技 

       6月 3日(火)総合閉会式・表彰式 

       を予定 

 

 

 

 

(5) 今後の予定 

月日 時間 行事 場所 

5/24(土) 9:30 国見っ子わんぱく広場開所式 国見小学校体育館 

5/28(水) 
14:15 

15:00 

国見町青少年育成町民会議役員会 

     〃      総会 

文化センター大研修室 

文化センターホール 

5/30(金) 10:00 
くにみ観月台カレッジ全体学習 

「交通安全教室」 
文化センターホール 



5/30(金) 19:00 青少年町民会議奨励金交付 文化センター大研修室 

6/1(日) 

6/15(日) 
9:30 町民講座「陶芸教室」 文化センター陶芸室ほか 

6/3(火) 19:00 
町長杯スポーツ大会 

総合閉会式・表彰式 
文化センターホール 

6/7(土) 8:00 町民ハイキング「裏磐梯五色沼」 北塩原村 

6/7(土) 9:30 国見っ子わんぱく広場「忍者ランド」 国見小体育館 

6/7(土) 9:30 子ども司書講座開講式 文化センター第一会議室 

6/8(日) 9:30 少年仲間づくり教室「サッカー」 上野台運動公園総合運動場 

6/18(水) 13:30 
大人の文学講座 

「漂泊の詩人 石川啄木」 
文化センター大研修室 

6/21(土) 14:00 
木管五重奏 

「クインテッドアッシュ」 コンサート 
文化センターホール 

6/24(火) 10:20 
キッズシアター 

「ハベル不思議な国のモモト」 
文化センターホール 

 



報告事項 １ 

 

専決処分の報告について 

 

 教育長に対する事務委任規則（平成２０年教育委員会規程第２号）第５条第1項の規

定により、次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。 

 

  令和７年5月1６日 

 

国見町教育委員会教育長 石幡 良子   

 

国見町社会教育委員の委嘱について 

 

 国見町社会教育委員設置条例（昭和 29年国見町条例第 23号）第 1条第 2項及び第

2条第1項の規定により、国見町社会教育委員を下記のとおり委嘱した。 

 

記 

 

任期：令和７年4月1日～令和９年3月31日 

氏名 職名 住所 

五十嵐隆之 
町校長会長 
国見小学校長 

 

金子 雄樹 県北中学校長  

安田  節子 町婦人会連絡協議会長  

鴨田 忠幸 町文化団体連絡協議会長  

安藤 典夫 町寿クラブ連合会会長  

原田 武重 町体育協会長  

紺野 由美 町ＰＴＡ連絡協議会長  

羽根田 ヒサ 学識経験者  

鈴木 昭夫 学識経験者  

鈴木 道代 家庭教育関係者  

資料編 



報告事項 ２ 

 

専決処分の報告について 

 

教育長に対する事務委任規則（平成２０年教育委員会規程第２号）第５条第1項の規定

により、次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。 

 

  令和7年5月16日 

 

国見町教育委員会教育長 石 幡 良 子   

 

国見町図書館協議会委員の任命について 

 

 国見町図書館設置及び管理条例（令和2年国見町条例第２３号）第 8条第2項の規定

により、国見町図書館協議会委員を下記のとおり任命する。 

 

記 

 

任期：令和7年４月1日～令和9年3月31日 

氏名 職名 住所 

髙野 保夫 福島大学名誉教授 
 

鈴木 史穂 
福島県立図書館資料情報サー

ビス部長 
 

五十嵐隆之 国見町小中学校長会 会長  

鈴木 道代 国見町社会教育委員  

岡崎 忠昭 福島うちどくネットワーク代表  

齋藤 久美 子ども移動図書館指導員  

 

 

 

 



報告事項 ３ 

 

専決処分の報告について 

 

教育長に対する事務委任規則（平成２０年教育委員会規程第２号）第５条第1項の規定

により、次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。 

 

  令和7年5月16日 

 

国見町教育委員会教育長 石 幡 良 子   

 

国見町学校運営協議会委員の委嘱について 

 

 国見町学校運営協議会規則（平成26年教育委員会規則第1号）第8条第1項の規定

により、国見町学校運営協議会委員を下記のとおり委嘱する。 

 

記 

 

任期：令和７年5月1５日～令和９年3月31日 

氏名 職名 住所 

石川 博利 前教育委員 
 

鈴木 道代 社会教育委員代表  

三木 繁子 地域代表  

鈴木 涼太  〃  

松田 昭子  〃  

新井 文英  〃  

紺野 由美 町PTA連絡協議会長  

斎藤 由紀 国見小学校PTA副会長  

斎藤 仁志 地区代表兼中学校PTA副会長  

三木 彰 くにみ幼稚園PTA会長  



熊阪 恵子 藤田保育所保護者会会長 
 

原田 武重 体育協会会長  

徳江 勇二 スポーツ少年団指導者代表  

幕田 貴士 商工会青年部常任委員  

石塚 勝美 （株）東京エンゼル  

鑓水 伸江 藤田保育所所長  

阿部 雅好 くにみ幼稚園園長  

五十嵐隆之 国見小学校校長  

金子 雄樹 県北中学校校長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項 ４ 

 

専決処分の報告について 

 

教育長に対する事務委任規則（平成２０年教育委員会規程第２号）第５条第1項の規定

により、次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。 

 

  令和7年5月16日 

 

国見町教育委員会教育長 石 幡 良 子   

 

国見町地域学校協働本部運営委員会委員の委嘱について 

 

 国見町地域学校協働本部設置要綱（令和3年教育委員会告示第11号）第5条第1項及び第2

項の規定により、国見町地域学校協働本部運営委員会委員を下記のとおり委嘱する。 

 

記 

 

任期：令和７年５月１５日～令和9年3月31日 

氏名 職名 住所 

柴田千賀子 仙台大学教授  

鈴木 昭夫 社会教育委員  

五十嵐隆之 国見小学校長  

金子 雄樹 県北中学校長  

酒井 雄人 国見小PTA会長  

  紺野 由美 県北中PTA会長  

  徳江 勇二 スポーツ少年団指導者代表  

宍戸 浩寿 教育総務課長  

  佐藤 智宏 教育施設課長  

 



 

成 形 釉薬・本焼

き 

場 所 観月台文化センター 

栄養指導室・陶芸室 

日 時 ６月15 日（日） 

    ９時３0 分～11 時 30 分 

日 時 ６月１日（日） 

    9 時 30 分～11 時３0 分 

場 所 観月台文化センター 

栄養指導室・陶芸室 

メール：shogai＠town.kunimi.fukusima.jp 

 

電話：024-585-2676 FAX：024-585-2707 

 

国見町観月台文化センター内 国見町生涯学習課 問合せ・申込 

 対象者     国見町在住または在勤の方（小学生以上で、両日参加可能な方） 

講 師     国見陶芸サークル 会長   奥山 宏 さん 

副会長  花井 忠 さん 

受付期間   令和７年５月 9 日（金）～21 日（水） 

町民講座「陶芸教室」（全２回） 

 定 員     先着２0 名 （小学生は親子 2 人１組での申込み）  

令和７年度 国見町公民館事業  

第 2 回 第 1 回 

 参加費     1，０００円（材料費）※第 1 回(6/1)集金 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏磐梯を代表する五色沼群をめぐるアップダウンが少ないコースです。 

お気軽にご参加ください。 
 

■ 参加料 お一人様 2,500 円 

    ももたんスポーツクラブ会員 1,500 円 

■ 案内人 福島県もりの案内人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 申込み  町内在住または、在勤の方、ももたんスポーツクラブ会員の方 

 3０名（先着順） 

公民館窓口で受け付けます。（電話不可）申込〆切 5/29(木) 

お一人様２名分まで申込み可。参加料を添えてお申し込みください。 

 

主催 国見町公民館        お問合せ 教育委員会生涯学習課 文化スポーツ係 

ももたんスポーツクラブ        ☏585-2676（観月台文化センター） 

【行程（天候等により前後します。）】 小雨決行・雨天中止 

8：00 ―― 9：30 ――  9：50 ―― 11：50 ―― 12：00 

 観月台文化セ   裏磐梯ビジター   探勝路     散策終了 (各自昼食・入浴・観光) 

集合・出発   センター到着    散策開始 

・準備体操 

13：50 ―― 14：20 ―― 14：40 ―― 16：30  

檜原湖駐車場   道の駅猪苗代    道の駅猪苗代     観月台文化センター 

集合・出発   (休憩・お買い物)   出発              到着・解散 
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講 師 髙野 保夫先生 
（福島大学 名誉教授） 

会 場  観月台文化センター 大研修室 

時 間  午後 1 時 30 分～午後 3 時 

対 象  国見町内在住または在勤の方 

定 員  1 講座 30 名程度 

■第 1 回 6 月 18 日（水） 

「 北海道(一) 函館 明治 40年 5月～9月 」 

 

■第 2 回 7 月 9 日（水）   

「 北海道(二) 札幌、小樽 明治 40年 9月～12月 」 
 

■第 3 回 8 月 20 日（水） 

「 北海道(三) 釧路 明治 41年 1月～5月 」 

【お問合せ・申込方法】  

5 月 26 日（月）～6 月 9 日（月）まで 

窓口・電話・FAX・メールにて 

生涯学習課（観月台文化センター内）へ申込みください 

電話：024-585-2676 FAX：024-585-2707 

メール：shogai@town.kunimi.fukushima.jp 

 

 



国見町教育ビジョン 2021 改訂について 

 

１ 改訂の背景と目的 

「国見町教育ビジョン 2021」は、町の教育振興基本計画及び国見町教育大綱

として、令和 3 年度～令和 12 年度（2021～2030）を計画期間に制定しました。 

令和７年度はその中間見直しの年にあたり、時代の進展や国の第４期教育振興

基本計画(令和 5 年)、第７次福島県総合教育計画(令和３年)を踏まえ、以下の観

点から全面改訂を行います。 

・国や県の政策動向や地域課題への適応 

・新たな教育視点（探究学習、グローバル化、多文化共生、ジェンダー等）へ

の対応 

・教育現場・町民の声を反映した実効性の高い計画への見直し 

 

２ 改訂の方向性（概要） 

・現行の理念・方向性を活かしつつ、構成を簡素化・再編 

・地域と共に育つ子ども像の見直し 

・重点施策の現代化（例：キャリア教育、学びの多様性への対応など） 

 

３ アンケート実施について（内諾希望） 

改訂に先立ち、以下の 5 つの対象に対してアンケートを実施し、地域・現場

の声を反映します。 

対象 主な内容 配布方法 

小学 5・6 年生 やさしい表現で学校や学

びに関すること 

学校で配布・回収 

中学生（2・3 年） 教育に対する意識 同上 

保護者 子の教育に対する思い 学校経由など 

教職員・教育関係者 現場課題と改善提案 校長会等を通じて 

一般町民 教育全般に関する意見 郵送、無作為抽出 



４ 今後の予定（見込み） 

時期 内容 

５～６月 アンケート実施 

７月 検討委員会への諮問（教育委員会⇒検討委員会） 

第１回検討委員会 

８月 懇談会・ワークショップ 

１１月 パブリックコメント 

３月 教育委員会への答申（検討委員会⇒教育委員会） 

教育委員会での承認 

※ 進捗については、定例会において都度報告。 










